
平成 30年 5月吉日 

 

会 員 各位 

吉川市商工会建設業部会                                       

部会長  田  村  正  夫 

 

足場組立特別教育講習会開催のご案内 

 

会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げますとともに、平素は

商工会の事業にご協力賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記の件でございますが、平成 27年 7月に施行された改正労働安全衛生規則におい

て、足場組立・解体または変更の作業等に従事する者は特別教育を受けた者でなければなら

ないと定められております。脚立を支持物として足場を渡す場合も足場組立作業と解釈され、

違反した場合には事業者が罰則を受けるという規定も定められております。 

既に現場で従事している者に対しては経過措置が適用されておりますが、（平成 27年 7月 1

日以前に足場の組立等の業務に従事していた者は 3時間の特別教育を受けなければならない）

この期限は平成 29年 6月末日となっております。従いまして特別教育を受講していないと平

成 29年 7月 1日以降は就業できないこととなり、事故の際の労災の給付を受けられない可能

性があります。 

商工会では、昨年度に引き続き本講習会を下記の日程にて開催する事となりましたのでぜ

ひ受講いただけますようご案内いたします。 

                   記 

〇 受講資格  経験者短縮講習  3時間 (平成 27年 7月 1日現在で足場組立て等作業に従事していた方) 

        初任者講習    6時間 (平成 27年 7月 1日以降に足場組立て等作業に従事した方) 

 

○ 開催日時  経験者短縮  平成 30年 6月 28日 （ 木 ）  受付 午後 １時 

開始 午後 １時３０分 

終了 午後 ４時３０分 

 

        初 任 者  平成 30年 6月 29日 （ 金 ）  受付 午前 ９時３０分 

開始 午前１０時 

終了 午後 ４時３０分 

 

○ 会  場  吉川市商工会館 ２階大会議室 

  埼玉県吉川市平沼 1-21-16  ＴＥＬ 048-981-1211      

 

○ 受 講 料  短縮講習  商工会員   3,000円 （ テキスト代含む ） 

                非 会 員   5,000円 （   〃    ） 

 

        初任者講習 商工会員   5,000円 （ テキスト代含む ） 

                非 会 員   7,000円 （   〃    ） 

 

○ 申込締切   ６月１５日（金） （ 定員 各 50名 先着順 ） 

 

裏面申込書に記入の上、この用紙のままＦＡＸをお願いします。 

   ＦＡＸ ０４８－９８４－１１８９ 



 

吉川市商工会 行 

（FAX 984-1189） 

 

足場組立特別教育講習会 申込書 

 

○ 受講者  氏名             （短縮講習・初任者講習） 

 

       氏名              （短縮講習・初任者講習） 

 

氏名               （短縮講習・初任者講習） 

 

氏名               （短縮講習・初任者講習） 

※受講希望の講習に○をつけてください 

 

 事業所名                   電話              

    〒   －      

住  所                      

FAX 到着後、ご記入いただいた住所宛に受講案内と受講申込書をお送りいたします。 

 

 

※ご返信いただいただけでは申込受付とはなりません。  

受講希望者に正式な受講案内と受講申込書を郵送致します。 


